
福岡県がん対策推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）第１１条の規定に基づき策定した、福岡 

 県がん対策推進計画（以下「推進計画」という。）の実施に当たり、各専門分野の立場から総

合的な意見を聴き、推進計画の推進等を行うため、福岡県がん対策推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項について調査、検討を行い、意見を述べる。 

（１）推進計画の策定等に関する事項 

（２）がん診療連携拠点病院の整備に関する事項 

（３）がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する事項 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、保健、医療、福祉等の関係者のうちから知事が委嘱する。 

２ 委員の数は、２２名以内とする。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。 

 

（任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任 

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代

理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員に通

知するものとする。 

３ 会長は、議長として協議会の議事を掌理する。 

 

（庶務） 

第７条  協議会の庶務は、保健医療介護部健康増進課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他の協議会の運営に関し、必要な事項 

は、会長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月 1 日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

  

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１９日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 


